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令和4年 3 月２２日 

保健福祉局総務課 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対応状況について

新型コロナウイルス感染症が長期化する中で、様々な困難に直面した方々が、速やかに生

活・暮らしの支援を受けられるよう、国の経済対策の一環として実施するもの。 

１ 制度概要 

 （１）対象世帯 

  ① 住民税非課税世帯【約 16万７千世帯（見込）】 

基準日（令和３年１２月１０日）時点で本市に住民票があり、世帯全員が令和３年度 非課

税世帯。世帯全員が課税者から扶養を受けている世帯を除く。 

② 家計急変世帯【約２万世帯（見込）】 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、（１）の世帯と同様の事情にあ

ると認められる世帯。世帯全員が課税者から扶養を受けている世帯を除く。

（２）給付額     １ 世帯あたり１０万円 

2  予算                                               （千円） 

総  額 給付費 事務費 

12月補正 １３，４００，０００ １３，０００，０００ ４００，０００

２月補正（案） ６，１００，０００ ５，７００，０００ ４００，０００

  ※全額国庫補助（１０/１０） 

３ 申請・支給状況（令和4年3月１６日時点）       

申請件数A（うちオンライン） 
支給件数B 

 （支給率 B/A） 

非課税世帯 １２３，７３０ 件 （１１，５２７件） １１３，６１２ 件 （９１．８％）

家計急変世帯 ４１７ 件 （－） ８３ 件 （１９．９％）

  ※非課税世帯    2 月 7日～  「確認書」発送・受付開始（オンライン・郵送） 

                   3 月中・下旬  申請勧奨（個別通知・市政だより・ホームページ） 

  ※家計急変世帯  2 月１４日～  「申請書」配布・受付開始（郵送） 

４ 今後のスケジュール 

（１）非課税世帯（「支給要件確認書」発送世帯） 

４月中旬    申請勧奨(個別通知・市政だより・ホームページ) 

  ５月       提出期限（発行日から３か月以内） 

（２）家計急変世帯・非課税世帯（申請が必要な世帯） 

４月中旬   広報（市政だより・ホームページ等）

時期調整中 相談会の開催 

８月中旬   広報（市政だより・ホームページ等） 

９月末      申請期限 


